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事  故  報  告  書   

事故発生日時 平成 26年  6 月  9 日（ 月 曜日）午後 5 時 22 分頃  天候：曇り 

事故発生場所 

福岡市東区八田 1丁目 5-35付近 県道 21号線上 

相 手 方 

住 所  

氏 名 ○  ○  ○  ○ 

事故の概要 

平成 26年 6月 9日午後 5時 22分頃，こども未来局こども総合相談セン

ターこども支援課職員が，業務のため同課所管の軽自動車を運転し，福岡

市立多々良中央中学校へ向かう途中，県道 21 号線の福岡市東区八田 1 丁

目 5-35 付近において，東方向へ進行中，同中学校校門入口方向へ右折し

ようと右折ウィンカーをあげ道路上待機していたところ，渋滞状況だった

ため対向車線の大型トラックが停車し，右折を促された。よって，右折し

進行しようとしたところ，大型トラック左側から相手方原動機付自転車が

直進してきて，軽自動車の前方右側部分と相手方原動機付自転車の右側面

が接触し，損害を与えたもの。 

相手方は接触時に転倒はされたが，警察の実地調査に対応され，その後

所有の原動機付き自転車で病院に向かわれたもの。 

損害の程度 

相 

手 

方 

人的損傷 なし 

物的損傷 
原動機付自転車のヘッドライト破損，右ミラーの曲がり，携帯電

話及び衣類損傷  損害額 １５５，２０６円・・・（Ａ）   

市 

 

側 

人的損傷 なし 

物的損傷 
右側ライトカバー破損及びバンパー右下部分の損傷 

損害額（修繕料） ７５，７０８円・・・（Ｂ）  

過 失 割 合 相手方           ２ 割・・・（Ｃ）  本市          ８ 割・・・（Ｄ） 

損害賠償額 

(A)×(D)－(B)×(C) 

 

      物的損傷の損害賠償額        １０９，０２３ 円 

 

(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と

認められるおそれのある情報については，掲載し

ておりません。 
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事故現場見取図 

                    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土井 

交差点 

多々良

簡易局 も
ち
吉 

多々良中央中学校 

ＧＳ 

整
形
外
科 

中学校校門 

県道 21号線 

サニー 

トラック 

本市（軽自動車） 

相手方（原動機付自転車） 

(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と

認められるおそれのある情報については，掲載し

ておりません。 
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事  故  報  告  書   

事故発生日時 平成２６ 年 ７ 月  ７日（月 曜日） 午前９時１０ 分頃 天候：雨 

事故発生場所 

福岡市東区東浜１丁目 5番地付近路上 

相 手 方 

住 所  

氏 名 ○ ○  ○ ○ 

事故の概要 

 平成 26年 7月 7日午前 9時 10分頃、東区保健福祉センター地域保健福

祉課職員が、業務のため同課所管の庁用自動車（軽自動車）を運転し、多々

良公民館に向かうため、東区東浜１丁目４番にある庁用車駐車場から一般

道に左折合流しようと一時停止した。一般道は，赤信号のため数台の車両

が停止しており，信号が青に変わったことを確認した後，前進しようとし

た。その際，信号に気を取られ，右方向の再確認を十分に行わなかったた

め，右側で信号停止していた相手車両が前進していたことに気付かず，ブ

レーキ操作が遅れてしまったため，通過した相手方車両の左後方に接触

し、左後方車体及びバンパー等を破損させたもの。 

 

損害の程度 

相 

手 

方 

人的損傷 なし 

物的損傷 
左後方車体、左後方バンパー損傷 

損害額  131,933円・・・（Ａ） 

市 

 

側 

人的損傷 なし 

物的損傷 
右フロントバンパー損傷 

損害額   55,512円・・・（Ｂ） 

過 失 割 合 相手方        ２割・・・（Ｃ）  本市         ８割・・・（Ｄ） 

損害賠償額 

（Ａ）×（Ｄ）－（Ｂ）×（Ｃ） 

   

物的損傷の損害賠償額   94,444   円 

 

(※)福岡市情報公開条例に定める非公開情報と

認められるおそれのある情報については，掲載し

ておりません。 
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   事故現場見取図 

 

 

位 置 図 

 

 

相手方 

 

コンビニ
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事故現場見取図 

庁用車駐車場 

至 古賀 

至 博多 

国

道

３

号 

(※)当該地図は著作権法上の規定により，

掲載しておりません。 
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平成 26 年度 保育所等の整備について 
 

 

 

● 待機児童対策として 25 年度に保育所や小規模保育事業など 2,414 人分の整備を実施。 

● 26年4月1日時点で待機児童は解消されたものの，10月1日現在の待機児童数は477人，

未入所児童数は 2,151 人であり，今後も増加する傾向である。 

● 26 年度は，11 月末時点で 1,256 人分の整備を予定しているが，待機児童や未入所児童の増

加傾向を背景に，今後の保育需要への対応としてさらなる整備が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 26 年度の整備状況 

                         （単位：人分） 
区     分 当初計画 現在の状況 備  考 

保 育 所 等 1,000 1,187 新築，増改築，認可化等 

小 規 模 保 育 事 業 150 47  

認定こども園への移行 50 22 幼稚園からの移行 

計 1,200 1,256  

   ※11 月末時点での予定（整備予定を含む） 

 

【参考】予算の執行状況 

 

 

 

 

 

 

 

１ 未入所児童及び保育所等整備の状況 

（単位：千円）

当初予算 執行見込 差　引

保育所等 2,927,041 2,749,049 177,992

小規模保育 145,400 77,547 67,853

家庭的保育 27,061 21,443 5,618

長時間預かり 267,396 150,013 117,383

計 3,366,898 2,998,052 368,846

2,670
2,414人分

整備

1,116
1,224 1,314

1,422
1,598

1,839

477

1,256人分

整備予定

1,046

61 103 183 267 349

2,151
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2,000
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25年10月 25年度 26年4月 26年5月 26年6月 26年7月 26年8月 26年9月 26年10月 26年度

待機児童解消

未入所児童

待機児童

25年12月補正による

追加整備４７９人分
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● 小規模保育事業などの地域型保育事業については，改正後の児童福祉法において，市町村の

認可を得て事業を実施することとなった。 

● 26 年 9 月議会での「家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例」の制定を受け，

平成 27 年 4 月開所を対象とした事業者の募集を行った結果，小規模保育事業で 41 件の申請

があったことから，今後は専門部会の意見を踏まえながら基準を満たす事業者を認可していく。 

● 今回の小規模保育事業の追加整備に伴う事業者への改修費等の補助金の交付に際しては，26

年度の小規模保育事業を含む保育所費の予算の中で対応していく。 

 

 ※小規模保育事業整備に係る補助金 

区  分 限度額 備  考 

改修費等補助 2,200 万円 ・国補助(安心こども基金) 2/3 

・600 万円までは事業者負担なし 

家賃補助 4,100 万円 ・国補助(安心こども基金) 2/3 

・事業者負担 1/4 

 

 

【参考】スケジュール 

 

２ 小規模保育事業の追加整備 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

事業者

福岡市

●エントリーシート

提出締切（10/20）

●事業計画書等

提出締切（11/7）

事前審査

（書類確認・現地確認）

教
育
・
保
育
施
設
等

認
可
・
確
認
専
門
部
会

認
可
内
定
者
の
決
定

開業に向けた準備
・補助金申請準備（必要な場合）

・改修工事（必要な場合）

・関係規程の準備

・職員の確保 等

教
育
・
保
育
施
設
等

認
可
・
確
認
専
門
部
会

認
可
・
確
認

保

育

開

始
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新たな中央児童会館の運営・機能等について 

 

１．設置目的 

児童の心身ともに健やかな育成を図るため，児童福祉法(昭和 22年法律第 164 号)の規定 

に基づき新たな中央児童会館を福岡市中央区今泉一丁目に設置する。 

 

２．利用対象について 

  児童福祉法に定める児童を基本とし，新たに中高生の健全な遊び・活動の場・機会を提供 

するとともに，異年齢・異世代間の交流を育むため，利用対象をおおむね 18歳未満まで拡大 

する。 

また，市外からの通学など，多くの方が集まる本市の特性を踏まえ，市外居住者も対象と 

する。 

現行 改正（案） 

・市内居住のおおむね小学生以下の児童又は

その保護者（乳幼児については保護者同伴） 

・子どもの健全育成に関わる個人又は団体  

・おおむね 18歳未満の児童又はその保護者 

（乳幼児については保護者同伴） 

・子どもの健全育成に関わる個人又は団体 

  （注）18歳に到達した高校生を利用対象とするため，「おおむね 18歳未満」とする。 

 

３．機能について 

（１）継続する機能 

①発達段階に応じた遊びや活動の場，機会の提供 

②乳幼児親子の居場所，相談（子どもプラザ機能） 

（２）新たな機能 

①一時預かり 

    保護者等が冠婚葬祭や通院，リフレッシュ等のために必要なときに，乳幼児を一時的 

に預かる「一時預かり事業」を実施する。 

   ②異年齢・異世代の交流 

     利用対象の拡大を契機に，子どもによる子どものための事業の企画・実施や，子育て 

支援活動の体験など，乳幼児から中高生までの世代間の交流促進を図る。 

   ③地域の取組み支援・人材育成 等 

     地域で子育て支援活動を行うボランティア向け研修会の実施や，地域に出向く館外活動 

等の充実を図る。 

 

【参考】新たな中央児童会館 施設配置図・・・別紙（９ページ）参照 
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４．利用時間について 

  新たに拡大する中高生の利用時間，及び乳幼児の利用に特化した諸室の利用時間を踏まえ， 

施設の利用時間を以下のとおり変更する。 

 現行 改正（案） 

利用時間 ・９時から17時まで ・９時から21時まで 

・なお，子どもプラザ，一時預かり室の

利用は 18時まで 

（注）小学生以上の利用については，年齢層ごとに利用可能時間を設定し運用する。 

・小学生は 17時（夏休み期間中は 18時），中学生は 19時，高校生・団体等は 21時まで 

 

５．受益者負担の設定 

新たな機能の充実にあたり，以下の利用については，受益者に対する適正な負担を求める。 

①一時預かり室の利用 

②付属設備（一般利用に供していない設備）の利用 

アップライドピアノ，電子ピアノ，ドラムセット，アンプ，ＣＤプレイヤー，陶芸用電子炉 

なお，指定管理者の自主的な経営努力の促進，民間ノウハウ活用によるさらなるサービス 

  の向上を図るため，利用料金制度を採用する。 

 

６．施設の有効活用（目的外利用の導入）について 

７階各諸室（集会室，多目的ルーム，音楽室，工芸室，学習室）を対象に，児童を対象とし

た利用や施設運営に支障がない範囲で，有料による目的外利用の受入れを行うことで，拡充し

た施設や機能の有効活用を図る。 

 

７．今後のスケジュール 
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　　　新たな中央児童会館　施設配置図 【別紙】　

【６階】

【５階】

【７階】

【屋上】

屋上緑化

集会室

約200㎡
工芸室

約75㎡

倉庫

交流スペース 約370㎡

屋上広場

約300㎡

多目的ルーム 約80㎡ 音楽室

約45㎡

機械置場

機械置場階段

階段

階段

階段

非常階段

非常階段

非常階段

非常階段

トイレ・給湯室

トイレ・給湯室

トイレ・給湯室

ＥＶ（２基）

ＥＶ（２基）

ＥＶ（２基）

フ
ェ
ン
ス
（
手
摺
）

（幼児用） （小学生用）

転落防止用フェンス（忍び返し付）

（PCコーナー）

暗幕カーテンレール

可動間仕切

電
気
炉（Ａ：約120㎡）

舞台

（7.2m×2.4m）

収納庫
（Ｂ：約 80㎡）

倉庫 可
動
間
仕
切

鏡
・
手
摺

鏡
・
手
摺

（Ａ：約42㎡） （Ｂ：約38㎡）

防音・防振仕様（壁・天井・床）

水
回
り

総
合
受
付

事務室等

子どもプラザ

約210㎡

学習室

約40㎡

児童体育室

約110㎡

用
具
庫

（20名程度）

（映像コーナー）

（ランチ・談話エリア）

（おもちゃ遊びエリア）
（図書コーナー）

倉庫

倉庫

ベビーカー

置場

水
回
り

自
販
機

ベビーカー置場

ボールプール

アスレチックゾーン
スポンジ

ブロック

倉
庫

受付・事務室
一時預かり室

約110㎡

出入口

出
入
口

授乳スペース

乳
幼
児

専
用
ト
イ
レ

（保育室）

（乳児室）

（ほふく室）
水回り

子どもプラザ

多目的ルーム

音楽室

ボルダリング

学習室

屋上広場

工芸室

一時預かり室

集会室

交流スペース

児童体育室
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１．検討経過 
 

平成24年10月  （仮称）福岡市青少年科学館基本構想を策定 

             ・基本的な考え方，事業活動／施設展開／管理運営の方向性 

  平同24年10月  最適事業手法検討委員会の意見書 

             ・科学館は展示など事業の性格上，民間ノウハウを活用するべき 

               →指定管理やＰＦＩなどの手法の活用可能性が高い 

平成26年05月  （仮称）福岡市青少年科学館基本計画を策定 

             ・目標像／管理運営の基本方針，事業活動内容，諸室構成 等 
 

２．手法の検討 
 

 （１）シミュレーション比較 

平成26年６月議会報告でシミュレーションを行った一体整備／賃借入居方式の「指定管理方式」

及び「ＰＦＩ (ＢＴＯ)方式」について，「従来方式」で実施した場合と比較し，検討を行った。 
 

事業手法（※） 従来方式 
指定管理方式 

（6 月議会２―①） 

ＰＦＩ(ＢＴＯ)方式 

（6 月議会２－②） 

発注方法 分離分割発注 設計･施工･運営一括発注 

資金調達 
公共 

（起債／一般財源） 

民間事業者 

（民間資金） 

公共負担額合計 

（従来方式との差） 

１２０．０億円 

－ 

１１４．８億円 

（▲5.2 億円/▲4.3％） 

１１１．５億円 

（▲8.5 億円/▲7.1％） 

 

 

各年次の支出イメージ 

   

比較 

▲ 公共負担額が大きい 

▲ 突出した初期財政負担 

× 民間ノウハウ活用なし 

△ 公共負担額が軽減 

▲ 突出した初期財政負担 

○ 民間ノウハウの一部活用 

◎ 公共負担額が最小 

◎ 財政負担の平準化 

◎ 民間ノウハウの活用 

 

 （２）最適事業手法検討委員会の意見 

    平成26年11月の委員会で審議され，『初期投資費用の平準化効果が大きく，民間ノウハウを最

大限活用可能な「ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式」での事業化が適当』との意見がまとめられた。 

 

 

 

（仮称）福岡市青少年科学館の事業手法検討結果（案） 

 初期整備費 

   維持管理運営費 

 起債償還額 

民間ノウハウ活用や，財政負担平準化の面から，ＰＦＩ(ＢＴＯ)方式での事業化を進める。 

運営期間 

［15年］ 

運営期間 

［15年］ 

運営期間 

［15年］ 
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※ 事業手法について 

  ○ 従来方式 … 分離分割発注方式のこと。設計・建設・維持管理・運営の分野のうちの個別業

務について，仕様に基づき，設計図書を作成し，分離分割発注を行う。資金調

達は，市が一般財源や起債，補助金等により行う。 

 

  ○ 指定管理方式 … 設計・建設については分離分割発注方式で行い，維持管理・運営について

は，仕様に基づき，包括的に発注を行う。資金調達は，市が一般財源や起債，

補助金等により行う。 

 

  ○ ＰＦＩ(ＢＴＯ)方式 … 設計・建設・維持管理・運営を通して，一定の性能を定める要求水

準書を作成し，一括して性能発注を行う。資金調達は，市が起債，補助金等に

より行う以外の部分について，民間事業者が金融機関からの融資等により行う。 

 

 

３．維持管理・運営期間の検討 
 

民間事業者へのヒアリング等を通じて，以下のような意見が得られたため，維持管理・運営期間に

ついては，施設の開館から15年間とする。 

・5年，10年の期間ではなく，長期にわたる地域連携のネットワークづくりや，職員の育成が重要

だと考える。 

・一方で，期間が長期になるほど，社会状況や経済情勢の変化，大幅な技術革新をはじめ，当初想

定できない様々な事態が発生することが想定され，リスクが高い。 

・大規模な機器更新スパンが15年程度であるものが多い。 

 

 

４．今後のスケジュール（案） 
 

平成27年03月  実施方針等の公表（第２委員会報告） 

平成27年06月  特定事業の選定（第２委員会報告） 

         債務負担行為議案 

平成27年07月  入札公告 
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   福岡市はアジアのリーダー都市を目指しており，福岡の将来を担う子どもたちが夢を持ちな 

がら，健やかに成長し，育つための環境づくりが必要である。そのため，大学や企業などと連 

携した福岡ならではの展示等により，基本理念を踏まえた科学館の目的の実現を図る。 
 

 

 

 

 
    
 

 

１．子どもたちの科学への興味・関心を誘うための展示・演示の工夫 

 展示に“ストーリー性”を持たせ，科学の『原理・法則』が，私たちの『生活』にどのように応用

され，『未来』はどのように進化するかを見せることで，これまで見えなかった”科学のつながり”へ
の気づきや発見を引き出す。 

また，演示は同じフロアで展開するとともに，展示に関連づけたプログラムとすることで展示を補

完するとともに，人との双方向性やライブでの体験により科学への興味・関心を深める。 

その中で，福岡と関わりの深い，ロボットや水素エネルギー等の先端技術の研究を扱うなど，福岡

らしい内容を取り入れるとともに，子どもたちや市民をはじめ，大学や企業，研究機関など，多様な

主体と連携した展示づくり等を行い，福岡ならではの展示を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）福岡市青少年科学館の基本仕様の方向性 

＜基本理念＞ 

時代をこえ，世代をこえ，地域をこえて・・・ 
人と科学の出会いを通じて，学び，つながり，未来が広がる。 

 

子どもたちの学力の向上 福岡の将来を担う人材の育成 

原理・法則（科学の源） 生活（現代の科学技術） 未来（科学の進歩） 

科学への夢やあこがれ 

演示事業 

現代の科学を知る 科学に出会う・親しむ ワークショップ， 
サイエンスショー， 
ものづくり体験 等 

ストーリー性の事例 

※パースはイメージです。 

人は何歳まで生きら
れるようになるか？ 

未来はどのような生
活になっているの？ 

難病を治す最新の 
医療技術とは？ 

細胞／遺伝子 
生物の進化 

環境に優しいエネルギ
ー技術とは何？ 

エネルギー保存の法則 
地球／太陽系の仕組み 

遺伝子観察 
遠隔治療体験 

ＬＥＤの仕組み 
水素小爆発実験 
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２．プラネタリウムは，立体的表現を駆使した宇宙の最新動向紹介やＩＳＳ※交信などを

実施。また，宇宙以外のプログラム上映や，コンサート連動企画なども多彩に展開 
 
   プラネタリウムは，全国的にみても星座解説主体のところが多いが，“福岡ならでは”の科学館の

特徴の一つとして，火星探査や地球外生命体探査など，最新の研究に基づく『宇宙』情報の発信や，

宇宙ステーションとの交信，衛星打ち上げのパブリックビューイングなどを積極的に行う。 

   また，生命・遺伝子や地理・地学など，宇宙以外のプログラムの投影や，夜間プログラムとして

のプラネタリウムでのコンサート・演劇等の実施など，多彩な企画を展開し，プラネタリウムの特

性を最大限活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．科学館が“福岡の科学の拠点施設”となるよう，福岡の人々のネットワークと連携 

   福岡では，様々な団体がいろいろな場所を使って，科学講演会や実験教室，科学イベントなどを

実施している。科学館ではネットワークを結成し，こうした団体が科学館を活用し，科学に関する

各種イベントを開催できるようにするとともに，科学館は，これらの団体や地域に出向いて各種イ

ベントへの協力を行うなど，双方での連携を密にする。 

   また，相互に情報共有できるプラットフォームを整備する。 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

最新の宇宙情報 ＩＳＳ※交信・衛星打ち上げ 

宇宙以外のプログラム 

福岡の人々による科学館ネットワークを結成し，相互連携を実施。 

学校（小・中・高），大学 

 

各種市民団体，ＮＰＯ 

 

地元企業 

 

市内外の公的施設，博物館等 

 

（仮称）福岡市青少年科学館 

・科学館各種事業への協力・出展・協賛・後援等 
・ネットワークの各団体主催事業への協力・出展・協賛・後援等 
・共催事業の実施 
・科学館における各団体主催事業への場所の提供 
・相互の情報共有・発信機能の設置 

(C) JAXA (C) JAXA (C) JAXA/NASA (C) JAXA 

コンサート，演劇など 

※ＩＳＳ＝国際宇宙ステーション 
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参考資料　各階配置計画イメージ
※現在の計画であり，配置等は変更の可能性があります。

３階

４階

オリエンテーション室

EV

EV

荷捌EV

PS

ESC

DNUP

吹抜

実 験 室

企業出展ブース

事務室・会議室等

ＷＣ

倉庫

倉庫

EPS EPS

PS

収蔵庫

情報ライブラリー

エントランス
科学館総合案内

ＷＣ

DN UP

ESC

コーナー
ロッカー

風除室

荷捌EV

EV

EV

倉庫

EPS EPS

PS

企 画展 示 室

・科学館直通エスカレーターの設置

・子どもが科学図書に親しむ場

　等を行う場
・小学校の一日学習受入やクラブ活動

・企業の協力により魅力ある科学展示
　空間を創造

5
3
,5
0
0
m
m

66,950mm

・集客力のある大規模巡回展（例：恐竜
　展等）を実施

展示ゾーン

管理ゾーン

学習・研修ゾーン
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５階

６階

・大規模な科学実験ショーを実施

PS

荷捌EV

EV

EV

UP

DN

ESC

ＷＣ

EPS EPS

PS

控室等

ＷＣ

PS

倉庫

ＷＣ

倉庫２

EPS

荷捌EV

EPS

EV

EV

UP DN

ESC

PS

ＷＣ

ロビー

ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞ

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
ｼｮｯﾌﾟ

ｻｲｴﾝｽｼｮｰｽﾃｰｼﾞ

基本展示エリア

（ドームシアター）
プラネタリウム

講演会等を行う
スペース

・パブリック･ビューイングやコンサー
　ト等，多目的に対応

・ロールバックチェアを採用し，多目
　的に利用

・ワンフロアの基本展示等により，誰もが体
　験しやすいユニバーサルデザインを導入

＜日本科学未来館　常設展示3F未来をつくる＞
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